
第

〓
早
　
総
則

（名
称
）

第

一
条

　
本
会
は
玉
名
高
等
学
校
同
窓
会
と
称
す
る
〓

（
目
的
）

第

二
条

本
会
は
会
員
相
互
の
情
誼
を
厚
く
し
教
養
を

深
め
福
祉
を
図
り
玉
名
高
等
学
校
の
発
展
に

寄
与
す
る
こ
と
を
以
っ
て
目
的
と
す
る
。

（事
業
）

第
二
条

第
二
章

　

役
員
、
名
誉
会
長
、
顧
問
及
び
会
務

（役
員
）

第
九
条

前
項
に
掲
げ
る
学
校
の
旧
職
員
及
び
現
職
員

を
特
別
会
員
と
す
る
こ

正
会
員
は
別
に
定
め
る
会
費
を
納
入
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ

本
会
の
本
部
に
次
の
役
員
を
置
く
ｃ

会
長

一
名
、
罰
会
長
四
名
、幹
事
二
五
名
以

内
、監
事
二
名

会
長
は
会
務
を
総
理
し
、本
会
を
代
表
す
る
。

副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、会
長
事
故
あ
る

時
は
そ
の
代
理
の
任
に
当
た
る
。会
長
よ
り

委
嘱
さ
れ
た
企
画
運
営
の
他
、会
長
か
ら
付

託
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
ｃ

幹
事
は
幹
事
会
を
構
成
し
、本
会
運
営
の
企

画
、予
算
案
の
作
成
、決
算
の
審
議
、そ
の
他

の
会
務
を
処
理
す
る
。会
務
の
処
理
に
必
要

な
場
合
、幹
事
会
の
決
議
に
よ
り
委
員
会
を

設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

監
事
は
、本
会
の
会
計
及
び
事
業

一
切
に
関

し
て
、監
査
を
行
う
。

役
員
の
任
期
は
、
選
任
後
二
年
以
内
に
終
了

す
る
会
計
年
度
の
う
ち
最
終
の
も
の
に
関
す

る
代
議
員
会
の
終
結
の
時
ま
で
と
し
、再
任

を
妨
げ
な
い
〓

補
欠
又
は
増
員
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
役
員
の

任
期
は
、他
の
役
員
の
任
期
の
残
存
期
間
と

同

一
と
す
る
．

会
長
の
任
期
は
、
三
期
六
カ
年
を
限
度
と

す
る
．

（名
誉
会
長
及
び
顧
間
）

第
十
三
条

本
会
に
名
誉
会
長
及
び
顧
間
を
置
く
こ
と
が

出
来
る
。そ
の
範
囲
は
別
に
定
め
る
。

二
、
　
名
誉
会
長
は
代
議
員
会
の
決
議
に
よ
り
会
長

が
委
嘱
し
、顧
間
は
幹
事
会
の
承
認
を
得
て
、

会
長
が
委
嘱
す
る
。
そ
の
任
期
は
会
長
の
任

期
に
準
ず
る
「́

第
四
章
　
会
議

（ム去
一祓
）

第
十
四
条

本
会
の
会
議
は
、
代
議
員
会
及
び
幹
事
会

と

す

る

．

（小代
金峨
口貝
〈ム
）

第
十
五
条

代
議
員
会
は
必
要
あ
る
場
合
、幹
事
会
に
諮

り
会
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。

第
十
六
条

代
議
員
会
は
原
則
と
し
て

一
年

一
回
開
く

も
の
と
し
、
予
算
、
決
算
、
会
則
の
変
更
、
其

の
他
重
要
な
事
項
を
議
決
す
る
。

但
し
緊
急
止
む
を
得
ざ
る
場
合
は
執
行
後

に
代
議
員
会
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
が
で

き

る

。

（
代
議
員

の
選
出
）

第
十
七
条

代
議
員
は
卒
業
年
次
毎
に
選
出
さ
れ
た
者

各

一
名
及
び
各
地
区
支
部
長
と
し
、
会
長

が
委
嘱
す
る
。

二
、
　
任
期
は
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

但
し
支
部
長
に
つ
い
て
は
各
支
部
規
定
に

よ

る

。

二
、
　
代
議
員
の
交
替
補
充
は
、
そ
の
卒
業
年
次

又
は
そ
の
支
部

の
責
任
に
お
い
て
、
そ
の

都
度
事
務
局
に
届
け
る
も
の
と
す
る
．

（議
決
の
要
件
）

第
十
八
条

本
会
の
会
議
は
、第
二
十
四
条
の
場
合
を
除

き
、出
席
者
の
過
半
数
に
よ
っ
て
こ
れ
を
決

し
、可
否
同
数
の
場
合
は
会
長
が
決
す
る
．

第
五
章
　
会
計
及
び
監
査

（
会
計
年
度
）

第
十
九
条

本
会
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月

一
日
に
始

ま
り
翌
年

二
月
三
十

一
日
に
終
る
。

（経
費
）

第
二
十
条

本
会
の
経
費
は
、次
の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
．

一
、
人
会
金
　
一
一、
年
会
費

三
、
寄
付
金
　
四
、
そ
の
他
の
収
入

（〈
ム
弗貝
生
す
）

第
二
十

一
条

本
会
の
入
会
費
は
、
二
、Ｏ
Ｏ
Ｏ
円
と
す
る
．

本
会
の
年
会
費
は
、
一
口
二
、Ｏ
Ｏ
Ｏ
円
と
す
る
。

（
監
査
）

第
二
十
二
条

本
会
の
会
計
に
つ
い
て
は
、
決
算
の
都
度
監

事
の
監
査
を
受
け
、幹
事
会
の
承
認
を
受
け
、

直
近
の
代
議
員
会
に
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
っ

（
資
産
管
理
）

第
二
十
二
条

本
会
の
資
産
は
会
長
が
責
任
を
も

っ
て
管

理
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

第
六
章
　
会
則
改
正

第

一―
四
条

本
会
の
改
正
会
則
は
、代
議
員
会
出
席
者
の

三
分
の
二
以
上
の
多
数
決
に
よ
り
決
す
る
。

附
則

Ｉ

事
務
局
の
構
成
並
び
に
事
務
分
掌
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

１

名
誉
会
長
の
委
嘱
範
囲
は
、本
会
の
発
展
に
多
大
な
功
績

を
挙
げ
た
者
と
す
る
。

Щ

顧
間
の
委
嘱
範
囲
を
左
記
の
通
り
と
す
る
．

一
、本
会
会
長
経
験
者

二
、
現
職
玉
名
高
等
学
校
長

三
、本
会
会
員
で
あ
り
、王
名
市
長
及
び
玉
名
郡
町
長
会
会
長

の
現
職
に
あ
る
者

四
、其
の
他
幹
事
会
の
推
薦
す
る
者

一
、

二
、

三
、

四
、

五
、

（所
在
）

暑弔
四
条

第
五
条二

、
三
、

第

二
章

第
六
条

第
七
条

本
会
は
そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
次
の
事
業

を
行
う
。

会
員
名
簿
の
調
整
管
理

会
誌
の
発
行

若
駒
寮
の
管
理
、
運
営

母
校
の
教
育
活
動
へ
の
支
援

そ
の
他
前
条
の
目
的
達
成
に
付
随
す
る
事
業

本
会
の
事
務
局
を
玉
名
高
等
学
校
内
（熊
本

県
玉
名
市
中

一
九
九
七
番
地

こ
に
置
く
。

本
会
は
本
部
と
支
部
を
設
け
る
。

前
項
の
支
部
は
地
域
・職
域
と
す
る
。

支
部
を
設
立
す
る
と
き
は
、
本
部
に
対
し
、

名
称
、
支
部
会
費
そ
の
他
必
要
な
規
定
を
定

め
た
支
部
規
則
を
制
定
し
、
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（選
任
）

第
十

一
条

会
長
、副
会
長
及
び
監
事
は
、幹
事
会
に
於
て

正
会
員
中
よ
り
選
任
し
、代
議
員
会
の
承
認

を
経
る
も
の
と
す
る
．

二
、　
幹
事
は
正
会
員
中
よ
り
会
長
が
委
嘱
す
る
ｃ

（任
期
）

第
十

二
条

〈
ム
昌興

本
会
の
会
員
を
分

っ
て
正
会
員
、
特
別
会
員

と
す
る
。

旧
玉
名
中
学
校
、旧
高
瀬
高
等
女
学
校
、玉
名

高
等
学
校
及
び
玉
名
高
等
学
校
附
属
中
学
校

の
卒
業
生
並
び
に
こ
れ
ら
の
学
校
に
在
籍
し

た
も
の
を
正
会
員
と
す
る
。

二

、

第
八
条

ｉ
・■
■
一

〓一
一
二
、

二三

、
二

、

三

、

四

附

則

附

則

附

則

附

則

附

則

本
会
則
は
昭
和
五
十

一
年
九
月
　
十
二
日
よ
り
施
行
す
う

平
成
十

三
年
六
月
十
六

日

一
部
改
正

平
成

二
十

二
年
六
月
十

二
日

．
部
改
正

平
成

二
十
六
年
六
月
十

四
日
　
部
改
正

平
成

二
十
八
年
六
月
十

一
日

一
部
改
正


